
 

平成 30 年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《R1.6.25 荒木事務所のグリーンカーテン》 

 

報告期間 

平成 30 年 9 月 1 日～令和元年 8 月 31 日 

 

令和元年 12 月 20 日 

株式会社 フクナン開発 

環 境 活 動 レ ポ ー ト  

認証番号 0003049 



目    次 

 

 

(頁) 

Ⅰ 環境方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 

 

Ⅱ 事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 

 

Ⅲ 対象組織 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

Ⅳ 環境目標・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

 

Ⅴ 主要な環境活動計画の内容・・・・・・・・・・・・・ ・・14 

 

Ⅵ 環境活動の取組結果の評価と次年度の取組内容・・・・15 

 

Ⅶ 環境関連法規への違反・訴訟等の有無・・・・・・・・・18 

受託した産業廃棄物の処理量  

 

Ⅷ 代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果・・・20

 

 

 



2 

 

 

環 境 方 針 

【基本理念】 

 

 株式会社フクナン開発は、産業廃棄物の処理事業を通して地域への環境負荷軽減に資するため、省エ

ネ・省資源・ﾘｻｲｸﾙ率向上など環境への取組を継続的に行い全社員が積極的・自主的に環境経営に取り組

みます。 

 

 

【行動指針】 

 

Ⅰ．資源・エネルギーの効率的利用を図るため、消費・排出状況を把握し、目標を設定し軽減致します。 

（１）二酸化炭素排出量の削減 

電気量の削減 

クールビズ・ウォームビズの実施 

エコドライブにより排気ガス軽減・燃費向上 

 

（２）廃棄物排出量の削減 

廃棄物最終処分量の削減 

再生品の利用徹底 

廃棄物の分別・リサイクル推進 

 

（３）排水量（給水量）の削減 

水使用量の削減 

 

 （４）グリーン購入の推進 

 

Ⅱ．環境関連法規の遵守 

環境に関する法律を遵守し、環境保全に努めます。 

 

Ⅲ．地域社会への貢献 

週１回会社周辺の清掃活動を心掛け努めます。 

 

Ⅳ．環境方針を全従業員に周知徹底し、環境活動レポートを作成し環境への取組状況を公表します。 

 

Ⅴ．解体部門において元請業者の講習会・勉強会に積極的に参加し従業員の意識向上に努めます。 

 

制定日 平成 24 年 10 月 12 日 

改定日 平成 27 年 10 月 20 日 

株式会社 フクナン開発 

代表取締役 中川原 孝 
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Ⅱ 事業の概要 

① 事業所名   株式会社 フクナン開発 

代表者氏名  代表取締役社長  中川原 孝 

 

② 所在地    本社 

          〒830-0004 福岡県筑後市大字徳久１番地 

事業本部 

 〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口 1602 

上津中間処理場 

〒830-0052 福岡県久留米市上津町 2066-5 

南部リサイクルセンター 

〒830-0111 福岡県久留米市三潴町壱町原 37-1 

八女中間処理場 

〒834-0011 福岡県八女市長野字東之谷 1916 番 27 

 

③ 環境管理責任者  篠原 寿生 

連絡先 

ＴＥＬ：0942-26-0755 

ＦＡＸ：0942-26-0705 

Ｅメールアドレス：dust62-9@abeam.ocn.ne.jp 

 

④ 事業の内容    産業廃棄物収集運搬業 

特別管理産業廃棄物収集運搬業 

一般廃棄物収集運搬業 

産業廃棄物処分業 

※許可内容等につきましては、次ページの許可一覧をご覧下さい。 

 

⑤ 対象活動     一般廃棄物及び産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業、 

中間処理業（破砕・選別・焼却・混練）、解体業 

 

⑥ 事業の規模 
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⑦ 法人設立年月日 

          昭和 62 年 9 月 3 日 

⑧ 資本金 

          ５００万円 

⑨ 許可内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 積替・保管を含まない。 
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【施設概要】 

■ 久留米市 ■ 

＜事業の範囲＞ 

 

中間処理（選別） 

 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず等・燃え殻・ 

 紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・がれき等 以上９品目 

 

中間処理（破砕） 

 廃プラスチック類・ガラスくず等・汚泥・紙くず・木くず・繊維くず・ 

 ゴムくず・金属くず 以上８品目 

 

 

＜選別施設＞ 

 

 設置場所  福岡県久留米市上津町字蓮の池 2062番 11外 1筆 

 設置年月日 平成 17年 1月 25日 

 処理能力  17.2t/日（8時間） 

 処理方式  選別 

 

 設置場所  福岡県久留米市三潴町壱町原字蓮輪 35番 

 設置年月日 平成 27年 6月 13日 

 処理能力  建設系混合廃棄物 17.2t/日（8時間） 

       燃え殻 75.6t/日（8時間） 

 処理方式  選別 

 

＜破砕施設＞ 

 

 取扱品目  ガラスくず等(廃石膏ボードに限る) 

 設置施設  福岡県久留米市上津町字蓮ノ池 2062番 1外 1筆 

 設置年月日 平成 22年 3月 29日 

 処理能力  4.1t/日（8時間） 

 処理方式  破砕 

 

 取扱品目  廃乾電池 

 設置施設  福岡県久留米市三潴町壱町原字蓮輪 37番 1 

 設置年月日 平成 27年 11月 3日 

 処理能力  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類    1.7t/日（8時間） 

汚泥           5.5t/日（8時間） 

紙くず        0.85t/日（8時間） 

木くず         2.7t/日（8時間） 

繊維くず      0.60t/日（8時間） 
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ゴムくず       2.6t/日（8時間） 

金属くず       5.6t/日（8時間） 

ガラスくず等   3.5t/日（8時間） 

 処理方式  破砕 

 

 取扱品目  廃蛍光管(水銀使用製品産業廃棄物を含む) 

 設置施設  福岡県久留米市三潴町壱町原字蓮輪 36番 2外 1筆 

 設置年月日 平成 27年 11月 3日 

 処理能力  2.0t/日（8時間） 

 処理方式  破砕 

 

■ 福岡県 ■ 

＜事業の範囲＞ 

 

中間処理（選別） 

 廃プラスチック類・金属くず・ガラスくず等・ 

 燃え殻・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・がれき等 以上９品目 

 

中間処理（破砕） 

 廃プﾗｽﾁｯｸ類(自動車等破砕物を除く)・紙くず・木くず・ 

 繊維くず・金属くず(廃缶類に限る) 以上５品目 

 

中間処理（混練） 

 廃油・廃プラスチック類(以上 2品目については廃塗料に限る) 以上２品目 

 

中間処理（焼却） 

 汚泥・廃プラスチック類（グラスウール及びロックウールに付着したものに限る。） 

・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・ゴムくず 以上７品目 

 

＜選別施設＞ 

 

 設置場所  福岡県八女市長野字東之谷 1916番 27 

 設置年月日 平成 22年 6月 25日 

 処理能力  混合廃棄物      16.6t/日（8時間） 

              燃え殻       75.6t/日（8時間） 

 処理方式  選別 

 

＜破砕施設＞ 

 

 設置場所  福岡県八女市長野字東之谷 1916番 27 

 設置年月日 平成 22年 6月 30日 

 処理能力  廃プラスチック類  2.50t/日（8時間） 
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       紙くず       1.21t/日（8時間） 

       繊維くず      0.85t/日（8時間） 

       金属くず      8.09t/日（8時間） 

 処理方式  破砕 

 

＜混練施設＞ 

 

 設置場所  福岡県八女市長野字東之谷 1916番 28 

 設置年月日 平成 22年 11月 20日 

 処理能力  3.2ｔ/日（8時間） 

 処理方式  混練 

 

＜破砕施設＞ 

  

 取扱品目  木くず 

 設置場所  福岡県八女市長野字東之谷 1916番 23外 2筆 

 設置年月日 平成 23年 4月 5日 

 処理能力  3.70t/日（8時間） 

 処理方式  破砕 

 

＜焼却施設＞ 

 設置場所  福岡県八女市長野字東之谷 1916番 27外 1筆 

 設置年月日 平成 25年 3月 22日 

 処理能力  廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 7.15kg/時    0.0572t/日(8時間) 

       汚泥     33.5kg/時    0.268t/日(8時間) 

       紙くず    15.9kg/時    0.127t/日(8時間) 

       木くず     15.6kg/時    0.124t/日(8時間) 

       繊維くず   17.0kg/時    0.136t/日(8時間) 

       動植物性残さ 39.1kg/時    0.312t/日(8時間) 

       ゴムくず   8.36kg/時    0.0669t/日(8時間)  

  

 

・一般廃棄物収集運搬業許可一覧 
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・保有車両（H30 年 8 月 31 日現在） 

２ｔピックアップ１台 ８ｔクラム 2 台 

２ｔフックロール１台 １０ｔダンプ 1 台 

３ｔユニック１台 １０ｔユニック１台 

４ｔフックロール３台 １０ｔアームロール２台 

４ｔパッカー2 台 １２ｔダンプ１台 

４ｔユニック１台 トラクタ２台 

４ｔダンプ２台 トレーラ３台 

７ｔフックロール１台 バン１台 

７ｔクラム 1 台  

 

合計２６台 

 

・指定処分場 

株式会社 福南（中間処理・最終処分場） 

代表取締役社長 中川原 孝 

福岡県八女市長野 1939-3 

ＴＥＬ 0943-32-5233 

 

・建設業許可一覧 

自治体名 許可番号 有効期限 種 類 

福岡県知事 （般—30）第 103245号 

平成 30年 12月 1日 
土木工事業 とび・土工工事業 

舗装工事業 しゅんせつ工事業 

解体工事業 

～ 

令和 5年 11月 30日 

  

 

⑩ 廃棄物処理料金 

収集運搬及び処理料金は種類・量・運搬距離等により計算致します。 

無料にて御見積致しますので、当社まで御相談下さい。 

御見積依頼連絡先 

 

事業本部 

〒830-0062 

福岡県久留米市荒木町白口 1602 

ＴＥＬ 0942-26-0755 

ＦＡＸ 0942-26-0705 

 

※当社ホームページにお問合せフォームをご用意しておりますのでそちらもご利用ください。 

（ホームページアドレス http://www.fukunan-g.com/） 
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廃棄物処理計画フローシート

㈱フクナン開発　中間処理場

選別残渣

固形燃料化

売却

管理型埋立

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず

紙くず

木くず

ゴムくず

金属くず

がれき類

ｶﾞﾗｽくず等

廃石膏ボード

固形燃料化

売却

焼却

安定型埋立

造粒固化

排
出
業
者

収
集
運
搬
業
者

選 別

破 砕

造粒固化
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㈱フクナン開発　南部リサイクルセンター

選別残渣

売却

造粒固化

管理型埋立

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず

紙くず

木くず

ゴムくず

金属くず

がれき類

ｶﾞﾗｽくず等

燃えがら

蛍光管

乾電池

固形燃料化

売却

焼却

安定型埋立

造粒固化

排
出
業
者

収
集
運
搬
業
者

選 別

破 砕

焼却

焼成
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㈱フクナン開発　八女中間処理場

選別残渣

廃油、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

（廃塗料）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ、

ﾛｯｸｳｰﾙ

汚泥

動植物性残渣

固形燃料化

売却

焼却

安定型埋立

管理型埋立

焼成

造粒固化

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず

紙くず

木くず

ゴムくず

金属くず

がれき類

ｶﾞﾗｽくず等

燃えがら

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず

紙くず

木くず

金属くず

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

繊維くず

紙くず

木くず

ゴムくず
燃えがら

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

固形燃料化

売却

焼却

安定型埋立

造粒固化

排
出
業
者

収
集
運
搬
業
者

選 別

破 砕

混 練

焼 却
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Ⅲ 対象組織 

 

・本社 

             〒830-0004 福岡県筑後市大字徳久１番地 

 

・事業本部 

    〒830-0062 福岡県久留米市荒木町白口 1602 

 

・上津中間処理場 

〒830-0052 福岡県久留米市上津町 2066-5 

 

・南部リサイクルセンター 

〒830-0111 福岡県久留米市三潴町壱町原 37-1 

 

・八女中間処理場 

〒834-0011 福岡県八女市長野字東之谷 1916 番 27 

     

 

 

 

Ⅳ 環境目標 
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Ⅴ 環境活動計画の内容 

１．二酸化炭素排出量の削減 

（１）電気量の削減 

①エアコン設定温度を夏場は 28℃、冬場は 20℃に決め、実行する。 

②事務所窓際にグリーンカーテンを設置し、夏の直射日光を避けることにより、エアコンの使用時

間を短縮する。 

③不要電力消費抑制（節電運動・休憩時間等の消灯等）。 

④退社時の不要コンセント引抜きの徹底。 

⑤処理施設内の機械の点検・修理・管理の徹底による電気使用量の節電。 

（２）軽油・ガソリン使用量の削減 

①燃料使用量・燃費を把握した上での配車段取りを心がけ実施する。 

②車両・重機・リフトの定期的点検、修理箇所の早期発見で、燃費率をあげる。 

③エコドライブの徹底。 

アイドリングストップの徹底。 

急発進・急加速をしない。 

車庫入れを一回で行う。 

 

 

２．廃棄物排出量の削減 

（１）再生品の利用徹底 

①メールやスキャンを利用した紙使用量の削減 

②詰め替え用品利用の徹底 

（２）廃棄物の分別・リサイクル推進 

①分別の徹底による廃棄物のリサイクルの推進 

 

３．受託した産業廃棄物の削減 

（１）廃棄物の分別・リサイクル推進 

①分別の徹底による廃棄物のリサイクルの推進 

 

４．総排水量の削減  

（１）節水活動の推進 

①毎月の水使用量を把握し、節水を徹底する。 

②夏場の散水は、気候や温度を確認しながら行う。 

 

５．グリーン購入の推進        

（１）購入品目を 10 品目以上決めて、担当者がまとめて購入。 

 

６．地域社会への貢献 

（１）清掃活動 

①週１回以上、会社周辺の清掃活動を行う。 
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Ⅵ 環境活動の取組み結果の評価、次年度の取組み内容 

エコアクション２１を運営した平成３０年９月～令和元年８月における目標に対する実績は 

下記の通りでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組結果の評価】           

（１）二酸化炭素排出量の削減          

二酸化炭素排出量の削減は、目標を達成することができた。事業所全体で目標達成の意識を共有し、

アイドリングストップ等に努めたことが今回の結果につながった。しかし、南部リサイクルセンターの

軽油使用量は増加傾向にあり、再度意識の徹底を求めていきたい。 

 

 

（２）電気使用量の削減           

電気使用量の削減は、目標を達成することができた。前回、目標未達に終わった反省を踏まえて、さら

なる節電を心掛けた。また、今期は平成 29 年度をベースとした新中期環境目標に変わって初めての年度で

もあり、目標達成は今後の取り組みの大きな励みとなった。 

 

 

（３）軽油、ｶﾞｿﾘﾝ使用量の削減          

軽油・ｶﾞｿﾘﾝ使用料使用量の削減は、目標を達成することができた。昨年に引き続き、産業廃棄物の搬

出を自社便から外部委託にしたことで、遠方への大型車両の稼働が減っている。またドライブレコーダー

やデジタコの導入は、燃費などの情報だけに限らず、客観的に自分の運転を見直すきっかけにもなってお

り、事故の軽減にも繋がっている。 

 

 

（４）廃棄物排出量の削減       

廃棄物排出量の削減は、目標を達成することができた。排出業者によるリサイクル意識の向上も相ま

って目標の達成に繋がったと考えられる。引き続き排出業者も含めたリサイクル意識の向上に努めていき

たい。 



16 

 

（５）受託した産業廃棄物最終処分量の削減 

昨年に引き続き、最終処分量は大幅に削減できた。弊社の自助努力ばかりでなく、排出業者側にも、

分別などのリサイクル意識が広く浸透してきたものと考えられる。 

 

 

（６）総排水量の削減           

総排水量の削減は、目標を達成することができた。今期、上津中間処理場と南部リサイクルセンター

のデータが加わり、事業所全体で節水を意識できたことが目標達成に繋がった。 

 

 

（７）グリーン購入の推進          

品目を 10 品目(ふせん、ファイル、ペン替え芯、テープのり、トナー、ボードマーカー、保存箱、バ

インダー、スタンプ台、トイレットペーパー)決め担当者が購入した。事務用品に限らず、現場使用の物

も視野に入れて引き続き品目を検討していく。 

 

 

（８）地域社会への貢献 

今期も、九州北部豪雨における災害廃棄物の収集運搬・処分を実施した。 

今後も産業廃棄物協会の主催する活動を軸としたボランティア活動に積極的に参加していきたい。 

また、去る平成３０年１１月１４日にエコアクション２１の１０年継続事業者として表彰された。 

これを励みにこれからも環境活動に積極的に取り組んでいきたい。 
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【次年度の取組み内容】 

１．二酸化炭素排出量の削減 

（１）電気量の削減 

①エアコン設定温度を夏場は 28℃、冬場は 20℃に決め、実行する。 

②事務所窓際にグリーンカーテンを設置し、夏の直射日光を避けることにより、エアコンの使用時間

を短縮する。 

③不要電力消費抑制（節電運動・休憩時間等の消灯等）。 

④退社時の不要コンセント引抜きの徹底。 

⑤処理施設内の機械の点検・修理・管理の徹底による電気使用量の節電。 

（２）軽油・ガソリン使用量の削減 

   ①燃料使用量・燃費を把握した上での配車段取りを心がけ実施する。 

   ②車両・重機・リフトの定期点検・修理箇所の早期発見で、燃費率を上げる。 

③エコドライブの徹底。 

アイドリングストップの徹底。 

急発進・急加速をしない。 

車庫入れを一回で行う。 

 

 

２．廃棄物排出量の削減 

（１）再生品の利用徹底 

①メールやスキャンを利用した紙使用量の削減 

②詰め替え用品利用の徹底 

（２）廃棄物の分別・リサイクル推進 

①分別の徹底による廃棄物のリサイクルの推進 

 

３．受託した産業廃棄物の削減 

（1）廃棄物の分別・リサイクル推進 

①分別の徹底による廃棄物のリサイクルの推進 

 

４．総排水量の削減 

（１）節水活動の推進 

①毎月の水使用量を把握し、節水を徹底する。 

②夏場の散水は、気候や温度を確認しながら行う。 

 

５．グリーン購入の推進 

（１）購入品目を 11 品目以上決めて、担当者がまとめて購入する。 

 

６．地域社会への貢献 

（１）清掃活動 

①週１回以上、会社周辺の清掃活動を行う。 
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Ⅶ 環境関連法規への違反・訴訟等の有無      

当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、過去３年間の違反はありませんでした。 

また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。 

大気汚染防止法 特定粉じん排出等作業の実施届出・解体等工事の調査説明等・作業基準・発注者の配慮

使用済小型電子機器等の再資源化の促
進に関する法律(小型家電ﾘｻｲｸﾙ法)

事業者の責務 適

適
適
適

自動車所有者の義務
使用済自動車の引渡義務
再資源化預託金等の預託義務

使用済自動車の再資源化等に関す
る法律(自動車ﾘｻｲｸﾙ法)

法　　律 要求事項 適・否
適

産業廃棄物処理の義務 適
処理基準の遵守 適
保管基準の遵守 適

適
委託基準の遵守 適
管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ票）の交付 適
管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ票）の写しの保管期間 適

許可業者への委託

管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ票）に関する知事への定期報告 適
管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ票）の写しの送付を受けるまでの期間 適
産業廃棄物収集運搬業の基準の遵守 適
特別産業廃棄物収集運搬業の基準の遵守 適
産業廃棄物処理施設基準の遵守 適
焼却炉構造基準の遵守 適
焼却炉維持管理基準の遵守 適
投棄禁止 適
焼却禁止 適
報告の徴収 適

消防法 設備基準、定期点検 適
道路運送車両法 規制基準の遵守 適

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

一般廃棄物処理基準の遵守

建設工事に係る資材の再資源化等
に関する法律（建設ﾘｻｲｸﾙ法）

建設業等を営む者の責務 適
分解解体等実施義務 適
届出に係る事項の説明義務 適
請負契約に係る書面の記載事項 適
再資源化実施義務 適
発注者への報告等 適
下請負人に対する元請業者の指導 適

騒音規制法
特定施設の設置の届出 適
特定建設作業の事前届出 該当なし
規制基準の遵守 適

振動規制法
特定施設の設置の届出 適
特定建設作業の事前届出 該当なし
規制基準の遵守 適

特定特殊自動車排出ガスの規制等
に関する法律(ｵﾌﾛｰﾄﾞ法)

使用の制限 適
適応除外 適
特定特殊自動車を業として使用する者が守るべき指針 適

回収依頼書、引取証明書、委託確認書の授受 該当なし
第一種特定製品廃棄業者へのﾌﾛﾝ類回収費用の請求 該当なし
フロン類の放出禁止 適

特定家庭用機器再商品化法
(家電ﾘｻｲｸﾙ法)

事業者及び消費者の責務 該当なし
料金の請求 該当なし

フロン排出抑制法

管理者判断基準の遵守(簡易点検・記録簿の保存) 適
ﾌﾛﾝ類が充填されている第一種特定製品のﾌﾛﾝ類引渡し 該当なし

石綿障害予防規則

事業所の責務・事前調査・作業計画 適
労働者の特別教育・作業主任者の選任 適
呼吸用保護具等の使用 適
基準作業の遵守 適
関係者以外の立入禁止 適

浄化槽法 浄化槽管理者の義務・定期検査・維持管理状況報告書 適
該当なし
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Ⅷ 代表者による全体の取組状況の評価及び見直しの結果 

 

令和元年 11 月 1 日 

代理記録：篠原 

 

 


